
平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

Ⅰ．平成26年～令和元年の対応方針において、令和元年（度）中に「結論を
得る」等とされたもの
※前回会議（令和２年9月２日）までに結論を報告したものを除く。

○平成27年対応方針

No. 事項 関係府省 27年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

１

通級による指導の対
象となる障害の種類
の見直し
（学校教育法）

文部科学省

通級による指導の対象となる障害の種
類（施行規則140条）については、知的
障害による学習上又は生活上の困難を改
善・克服するために効果的な指導内容等
の実践研究を地方公共団体の参加を得て
実施した上で、研究成果の検証を踏まえ
て知的障害を加えることについて検討し、
平成31年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
通級による指導の対象となる障害の種類

（施行規則140条）については、「新しい
時代の特別支援教育の在り方に関する有識
者会議」の議論を踏まえ、知的障害を加え
ることについて検討し、令和２年度中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

（1）義務付け・枠付けの見直し等

① 教育・文化

資料５
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

（１）義務付け・枠付けの見直し等

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

２

「難病の患者に対す
る医療等に関する法
律」に基づく指定難
病の医療費助成に係
る臨床調査個人票
（臨個票）の簡素化
（難病の患者に対す
る医療等に関する法
律）

厚生労働省

指定難病の特定医療費支給認定申
請（６条１項）に係る臨床調査個人
票の記載事項（施行規則14条）につ
いては、附則２条に基づき、施行後
５年以内を目途として行われる検討
の中で、指定難病の調査研究の推進
に支障がない限りにおいて、指定難
病の患者や地方公共団体等の負担を
軽減する方向で検討し、結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

【令和２年対応方針案】
臨床調査個人票（６条１項）及び指定難病

患者データベースについては、都道府県等及
び指定医の負担を軽減する方向で、厚生科学
審議会疾病対策部会難病対策委員会における
議論を踏まえ、記載事項（施行規則14条及び
平26厚生労働省健康局疾病対策課長）及び
データの登録に係る事務の簡素化等について
検討し、令和２年度中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

○平成30年対応方針
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

３

放課後等デイサービ
ス利用対象児童の拡
大
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後等デイサービスの利用対
象児童については、利用実態等に
係る調査を行い、現行の利用対象
児童の範囲の考え方等も踏まえつ
つ、2019年度中に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

利用実態等に係る調査結果を社会保障審議会
障害者部会（令和２年３月４日開催）に報告し
たところ、対象児童の拡大が放課後等デイサー
ビス全体の報酬の在り方に影響を与えるおそれ
があることから、対象児童の拡大に伴う財政影
響等を考慮せず、報酬改定の議論の枠外で対象
拡大の要否について結論を出すことは困難と暫
定的に結論付けられたところ。
その後、障害福祉サービス等報酬改定検討

チーム（令和２年10月５日開催）での議論を経
て、今後放課後等デイサービスが果たすべき役
割等、制度の在り方を考える中で検討すること
としている。（この方針については、社会保障
審議会障害者部会（令和２年11月９日開催）で
報告済み。）

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

４

社会福祉法人が経営す
る社会福祉施設への施
設監査（一般監査）周
期の見直し
（児童福祉法、障害者
の日常生活及び社会生
活を総合的に支援する
ための法律、生活保護
法、老人福祉法、就学
前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法
律）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

次頁のとおり 次頁のとおり

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

・児童福祉施設に対する施設監査（施行令38条に基づく実地
検査であって、保育所に対して行うものに限る。）につい
ては、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者
に対する処遇の質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化
する方向で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

・障害者支援施設等に対する施設監査については、地方公共
団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の
質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討
し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

・保護施設に対する施設監査については、地方公共団体の事
務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の確保
に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、2019
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

・老人福祉施設に対する施設監査については、地方公共団体
の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の
確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、
2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

・幼保連携型認定こども園に対する施設監査については、地
方公共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する
処遇の質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向
で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

・［措置済み］

【令和２年対応方針案】
・障害者支援施設等に対する施設監査については、地方公共団体の事務負担の
軽減を図るため、通知（平19厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長）を改
正し、適正な施設運営がおおむね確保されていると認められる指定障害者支援
施設の監査頻度を３年に１回とするなどの見直しを行う。
［措置済み（令和２年７月17日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
長通知）］

・［措置済み］

【令和２年対応方針案】
・老人福祉施設に対する施設監査については、地方公共団体の事務負担の軽減
を図るため、「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会」での議論を踏まえ、利用者に対する処遇の質の確保に留意
しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、令和２年度中に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

・［措置済み］

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

５

指定難病及び小児
慢性特定疾病医療
費助成制度の事務
処理におけるマイ
ナンバーによる情
報連携項目の追加
（行政手続におけ
る特定の個人を識
別するための番号
の利用等に関する
法律、難病の患者
に対する医療等に
関する法律）

内閣府
総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省

指定難病及び小児慢性特定疾
病の医療費助成制度に係る所得
区分の確認事務については、地
方公共団体及び保険者との協議
の上、難病の患者に対する医療
等に関する法律附則２条に基づ
き、施行後５年以内を目途とし
て行われる検討の中で、当該事
務の在り方について検討し、結
論を得る。その結論を踏まえ、
当該制度における地方公共団体
等の事務負担の軽減が図られる
ための必要な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
小児慢性特定疾病の医療費助成制度の事務手続に

おける高額療養費制度の所得区分の保険者への確認
等については、オンライン資格確認の導入状況及び
都道府県等の意見を踏まえつつ、医療受給者証（児
童福祉法19条の３第７項）への当該区分の記載の廃
止及びマイナンバー制度における情報連携を活用し
た当該区分の確認等による事務の簡素化について検
討し、令和３年夏までに結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

指定難病の医療費助成制度の事務手続における高
額療養費制度の所得区分の保険者への確認等につい
ては、オンライン資格確認の導入状況及び都道府県
等の意見を踏まえつつ、医療受給者証（難病の患者
に対する医療等に関する法律７条４項）への当該区
分の記載の廃止及びマイナンバー制度における情報
連携を活用した当該区分の確認等による事務の簡素
化について検討し、令和３年夏までに結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 消防・防災・安全

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

６

消防団員等の消
防車両運転に係
る特例制度の創
設
（消防団員の準
中型自動車免許
取得に対する助
成事業）

総務省

消防団員が消防車両を運転するために
必要な準中型自動車免許（以下この事項
において「準中型免許」という。）の取
得等については、以下のとおりとする。
・消防団員の準中型免許取得費用に対す
る、地方公共団体の公費助成制度の創
設を促すため、先行事例等を地方公共
団体に2018年度中に周知する。

・普通自動車免許を有していなくても準
中型免許を取得することが可能である
こと及び準中型免許取得において地方
公共団体により創設される公費助成制
度の活用が可能であることを、自動車
教習所等を通じ、新たに免許を受けよ
うとする者に2019年度中に周知する。

・上記のほか、消防団員の円滑な準中型
免許取得のための方策について検討し、
2019年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

・［措置済み］

・［措置済み］

【令和２年対応方針案】
消防団員が消防車両を運転するために必要な

準中型自動車免許の取得については、自動車の
運転に関する技能の教習を受けやすくするため
の地方公共団体等の取組を促すため、消防団員
が教習を優先的に予約することを可能とするな
どのモデル事業を実施し、その効果等を地方公
共団体等に令和３年度中に通知する。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 教育・文化
（１）義務付け・枠付けの見直し等
○令和元年対応方針

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

７

文部科学大臣が指定す
る看護師学校等の指定
申請書及び変更承認申
請書等の都道府県経由
事務の廃止
（あん摩マツサージ指
圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律、保
健師助産師看護師法、
歯科衛生士法、診療放
射線技師法、歯科技工
士法、臨床検査技師等
に関する法律、理学療
法士及び作業療法士法、
柔道整復師法及び視能
訓練士法）

文部科学省
厚生労働省

文部科学大臣が指定又は認定
する医療関係技術者養成学校
の申請・届出における都道府
県経由事務の廃止については、
都道府県及び医療関係技術者
養成学校の意見を踏まえ検討
し、令和元年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
文部科学大臣が指定又は認定する医療関

係技術者養成学校の申請・届出における都
道府県経由事務については、令和２年度中
を目途に政令を改正し、廃止する。
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

Ⅱ．平成26年～令和元年の対応方針において、令和２年（度）中に「結論を
得る」等とされたもの
※前回会議（令和２年９月２日）までに結論を報告したものを除く。

○平成27年対応方針
（１）都道府県から市町村への事務・権限の移譲
① その他

No. 事項 関係府省 27年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

８

食品表示法第
15条の規定に
よる権限の委
任等に関する
政令第５条～
第７条の改正
（食品表示
法）

消費者庁、
農林水産省

食品関連事業者に対する指示等の事
務・権限については、より一体性かつ
実効性のある今後の執行体制の構築に
資するよう、関係機関の適切な連携・
協力に係る具体的な手順を地方公共団
体に周知するなど、平成28年中に必要
な支援を行う。あわせて、平成28年度
に施行される指定都市への移譲の状況、
事務処理特例制度の運用状況及び平成
31年度までの食品表示基準（４条１
項）に係る経過措置期間を踏まえつつ、
保健所設置市を含む実施主体の在り方
について検討し、平成32年中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

①権限移譲を求められている品質事項の調査・指
導業務については、問題が発生した事業者の体
制改善等を行うため、当該食品事業者の関係事
業所全てを対象に調査・指導を行う。一方で、
従前から保健所が担っている保健衛生事項につ
いては、安全性の確保の観点から食品の流通を
止めるため、早急に問題の発生源の事業所を調
査・指導することとなる。以上のように、調
査・指導の対象となる事業所の範囲が異なるた
め、前者の権限を移譲するとかえって事務が非
効率となる懸念があること

②平成28年から令和元年まで実施した調査の結果、
保健所設置市（64市）・特別区（23区）のうち、
事務処理特例制度を活用して権限移譲を受けて
いるのは11市であり、当該11市以外の多くは権
限移譲を必要としていないこと

等を踏まえ、食品表示法の改正による権限移譲は
行わないこととする。
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉
（１）義務付け・枠付けの見直し等

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文
を記載

９

自立支援医療（精神通
院医療）受給者証の更
新手続きの期間延長
（障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律）

厚生労働省

＜H28＞
自立支援医療に係る支給認定の有効期

間（55条）については、地方公共団体、
関係団体等から意見聴取を行った上で、
現行の１年を延長することについて検討
し、平成29年中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。
＜H29＞
自立支援医療に係る支給認定の有効期

間（55条）については、地方公共団体、
関係団体等の意見を踏まえ、マイナン
バー制度における情報連携の運用状況を
踏まえつつ、現行の１年を延長する方策
について検討し、平成31年中を目途に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
＜令元＞
自立支援医療に係る支給認定の有効期

間（55条）については、地方公共団体、
関係団体等の意見や個人番号制度におけ
る情報連携の運用状況を踏まえつつ、現
行の１年を延長する方策について検討し、
令和２年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

有効期間を延長した場合の受給者
の所得を確認する方法等について、
９月下旬から10月中旬にかけて地方
公共団体に対し実態調査を実施し、
現在、調査結果を精査中。今後、調
査結果を踏まえ、現行の１年を延長
する方策について検討し、結論を得
る予定。

○平成28年対応方針

10



② その他

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

10

沿岸漁業改善資
金の金融機関に
よる転貸融資方
式の追加、転貸
融資の場合の機
関保証の対象化
（沿岸漁業改善
資金助成法）

農林水産省

沿岸漁業改善資金の貸付方法につい
ては、上記調査結果及び同資金の利用
促進に資する措置の状況を踏まえ、転
貸融資方式の導入等を含め、更なる利
用促進に向けた検討を行い、平成32年
中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
沿岸漁業改善資金の貸付けについては、同資

金の更なる利用促進に資するよう、都道府県が
転貸融資方式を導入することを可能とするとと
もに、転貸融資方式により貸付けを受ける者が
負担する債務について漁業信用基金協会が保証
を行うことを可能とする。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

11

喀痰吸引等業務に関す
る登録事務の指定都市
への権限移譲
（社会福祉士及び介護
福祉士法）

厚生労働省

喀痰吸引等業務を行う事業者
の登録情報については、都道府
県と市町村の間で必要に応じて
情報の共有が推進されるよう、
都道府県に平成29年度中に通知
する。
また、上記の通知による措置

の状況を踏まえ、喀痰吸引等業
務に係る事務・権限については、
必要に応じて、当該権限を指定
都市に移譲することの是非も含
め、更なる事務の円滑化に向け
た検討を行い、平成32年度中に
結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

[措置済み]

令和２年２月に各都道府県・指定都
市・中核市に対して、平成30年２月に発
出した通知の効果の把握及び事務の更な
る円滑化に向けた検討を行うためのアン
ケート調査を実施。
必要に応じて、喀痰吸引等業務に係る

事務の更なる円滑化に向けた検討を行い、
令和２年度中に結論を得る。

（1）都道府県から政令指定都市への事務・権限の移譲

○平成29年対応方針

12



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

（2）義務付け・枠付けの見直し等

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

12

全国ひとり親世帯等調
査における調査方法の
規制緩和
（全国ひとり親世帯等
調査）

厚生労働省

全国ひとり親世帯等調査に係
る対象世帯の抽出の効率化につ
いては、平成28年度全国ひとり
親世帯等調査で利用された地方
公共団体が保有する補助的デー
タの調査や分析を踏まえつつ、
住民基本台帳及び児童扶養手当
受給者に係るデータ等の補助的
データの利用や全戸訪問による
調査方法に関する課題を整理し、
地方公共団体の事務負担の軽減
に資する措置を次回の全国ひと
り親世帯等調査時に講ずる。

平成28年度全国ひとり親世帯等調査で利
用された地方公共団体が保有する補助的
データの調査や分析を踏まえ、次回調査
（令和３年度）では、必要に応じて住民基
本台帳等の補助的データを利用できるよう
検討中。
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② 運輸・交通

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

13

乗用タクシーに
よる貨物の有償
運送の対象区域
の拡大
（道路運送法、
貨物自動車運送
事業法）

国土交通省

＜平29＞
（ⅰ）過疎地域におけるタクシー車両を用いた一般貨物自
動車運送事業については、平成29年９月１日から許可の申
請を受け付ける旨を地方公共団体に周知する。
［措置済み（平成29年８月７日付け国土交通省自動車局長
通知）］
（ⅱ）一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー
車両により貨物運送を行うことができる区域については、
発地又は着地が過疎地域自立促進特別措置法（平12法15）
２条１項に規定する過疎地域又は同法33条の規定により過
疎地域とみなされた区域であって、人口が３万人に満たな
いものとしているが、輸送の安全の確保や利用者利益の保
護が損なわれることがないかという観点から、当該区域に
おける実施状況を検証するとともに、地方公共団体、貨物
自動車運送事業者等の関係者の意見も踏まえ、その対象と
なる過疎地域の範囲の拡大について検討し、平成31年中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー車

両により貨物運送を行うことができる区域については、発
地又は着地が過疎地域自立促進特別措置法（平12法15）２
条１項に規定する過疎地域（同法33条の規定により過疎地
域とみなされた区域を含む。以下この事項において「過疎
地域」という。）であって人口が３万人に満たないものの
ほか、過疎地域であって人口が３万人以上の市町村におい
て、市町村の合併前に過疎地域であった人口３万人未満の
区域が含まれる場合における当該区域を対象とする。
また、対象区域以外の区域については、当該区域を含む旅
客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者に対する調
査を令和元年度中に実施の上、地方公共団体の意見や輸送
の安全の確保及び利用者利益の保護が損なわれることがな
いかという観点を踏まえつつ、対象区域の範囲の拡大につ
いて検討し、令和２年中に結論を得る。

対象となる過疎地域の範囲の拡大について、
過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域
（みなし過疎地域を含む。）であって人口が３
万人以上の市町村において、市町村の合併前に
過疎地域であった人口３万人未満の区域が含ま
れる場合における当該区域を対象とする通達改
正を令和２年９月10日に行った。
対象区域の範囲拡大については、令和２年３

月に実施した旅客自動車運送事業者・貨物自動
車運送事業者に対する調査の結果及び新型コロ
ナウイルス感染症の影響を踏まえ認められるこ
ととなった、タクシー車両による食料・飲料の
貨物運送の運用状況等を踏まえつつ、引き続き
検討する予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉
（１）義務付け・枠付けの見直し等
○平成30年対応方針

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

14
幼稚園免許更新対象者
の拡大
（教育職員免許法）

文部科学省

＜平30＞
６条の３第７項及び子ども・

子育て支援法（平24法65）59条
10号に規定する一時預かり事業
をいう。）に従事する者に関し
て調査・検討を行い、2018年度
中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
59条10号に規定する一時預か

り事業をいう。）に従事する者
に関して、幼稚園教諭普通免許
状に係る免許状更新講習（教育
職員免許法９条の３第３項）の
受講対象となる者を拡大するこ
とについては、中央教育審議会
での議論等も踏まえ検討し、令
和２年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

中央教育審議会にて、平成31年4月17日
に「免許更新講習と研修等の位置付けの
在り方などを含めた教員免許更新制の実
質化」が諮問されており、現在審議して
いるところ。
令和２年度中に結論を得る予定。
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② 土木・建築

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

15

法人土地・建物
基本調査の都道
府県の事務の見
直し
（統計法）

国土交通省

法人土地・建物基本調査に係る都
道府県知事が行う事務については、
基幹統計調査として求められる統計
技術的な合理性及び妥当性にも留意
しつつ、都道府県の負担を軽減する
方向で、当該事務の在り方について
検討し、2020年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

法人土地・建物基本調査に係る都道府県が行
う事務に関する課題について把握するため、平
成31年２月から３月にかけて、都道府県の調査
業務担当者に対するヒアリングを行った。
次回法人土地・建物基本調査における都道府

県が行う事務の在り方については、基幹統計調
査として求められる統計技術的な合理性及び妥
当性にも留意しつつ、検討の前提となる平成30
年調査（令和２年９月30日に確報集計結果を公
表）に係る回収や集計をはじめとした事務の状
況、令和２年度に開催する法人土地・建物基本
調査に関する研究会等やヒアリングの回答等も
踏まえ、事務の見直しに当たって検討が必要と
なる事項を整理し、令和２年度中に結論を得る
予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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③ その他

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

16

私人への徴収・
収納委託が可能
な歳入範囲の拡
大（旅券発給等
事務に係る歳入
歳出外現金の追
加）
（地方自治法及
び旅券法）

外務省

都道府県が徴収する一般旅券に係る
手数料（地方自治法227条及び旅券法20
条２項）については、2018年度中に普
通地方公共団体における旅券に関する
事務の実態等を調査する。その結果を
踏まえ、デジタル・ガバメント実行計
画（平成30年１月16日ｅガバメント閣
僚会議決定）における旅券発給申請方
法等のデジタル技術の活用による多様
化等の検討の中で、都道府県が事務処
理特例制度（地方自治法252条の17の
２）に基づき市町村に委託した一般旅
券の事務に関し、市町村が手数料の徴
収又は収納の事務を私人に委託可能と
する措置が必要であるかを検討し、
2020年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
都道府県が徴収する一般旅券に係る手数料

（地方自治法227条及び旅券法20条２項）につい
ては、都道府県が条例による事務処理特例制度
（地方自治法252条の17の２第１項）に基づき市
町村（特別区を含む。以下この事項において同
じ。）にその徴収又は収納の事務を行わせる場
合には、市町村が当該事務を私人に委託できる
ことを、その根拠等を明確にした上で、地方公
共団体に通知する。
［措置済み（令和２年11月●日付け外務省領事
局旅券課事務連絡）］

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉
（１）都道府県から市町村への事務・権限の移譲
○令和元年対応方針

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

17

指定障害福祉サービス
事業者の指定等に係る
事務・権限及び業務管
理体制の整備に関する
事務・権限の都道府県
知事から市町村長への
移譲
（障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律）

厚生労働省

指定障害福祉サービス事業者
の指定等に係る事務・権限及び
指定障害福祉サービス事業者
（全ての事業所が一の市区町村
の区域内にあるものに限る。）
による業務管理体制の整備に関
する事項の届出の受理等（36条、
51条の２、51条の３、51条の４
等）に係る事務・権限について
は、当該権限を市区町村（指定
都市及び中核市を除く。）に移
譲することの必要性等について、
地方公共団体に調査を行い、そ
の結果に基づき必要な対応を検
討し、令和２年度中を目途に結
論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

当該権限を市区町村（指定都市及び中核
市を除く。）に移譲することの必要性等に
ついて、地方公共団体に対し、10月から11
月上旬にかけて地方公共団体にアンケート
調査を実施。その結果に基づき令和２年度
中に必要な対応を検討する。

18



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 消防・防災・安全

（2）都道府県から政令指定都市への事務・権限の移譲

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

18

液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律に基づく
事務・権限の都道府県
から指定都市への移譲
（液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適正
化に関する法律）

経済産業省

液化石油ガスの販売・貯蔵等
に係る都道府県知事の事務・権
限については、地方公共団体等
の意見を踏まえつつ、当該事
務・権限を指定都市に移譲する
ことの是非も含め、効果的かつ
効率的な執行の在り方について
検討し、令和２年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
液化石油ガスの販売・貯蔵等に係る都

道府県知事の事務・権限については、地
方公共団体等の意見を踏まえつつ、指定
都市への移譲について検討し、令和２年
度中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 農業・農地

（3）義務付け・枠付けの見直し等

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

19

農業次世代人材
投資事業（経営
開始型）におけ
る新規就農者に
対する就農状況
確認及び訪問に
係る運用の弾力
化
（農業人材力強
化総合支援事
業）

農林水産省

農業人材力強化総合支援事業のうち、
農業次世代人材投資事業（経営開始
型）に係る就農状況の現地確認及びサ
ポートチームの訪問については、現状
のサポート体制に関する実態調査を
行った上で、適切な指導等が確保され
ることを前提に、現地確認及び訪問の
回数や方法の見直しを含め、効率的か
つ効果的なサポート体制の在り方につ
いて検討し、令和２年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

令和２年２～３月に実施した実態調査、ヒア
リング等の結果を踏まえ、現地確認及びサポー
トチームの訪問回数や方法の見直しを含めた効
率的かつ効果的なサポート体制の在り方を検討
し、令和３年度事業への反映に向けて令和２年
度中に結論を得る予定。

20



① 農業・農地

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

20

酪農及び肉用牛
生産の振興に関
する法律に係る
市町村計画を作
成することがで
きる基準の緩和
（草地畜産基盤
整備事業）

農林水産省

草地畜産基盤整備事業については、
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法
律（昭29法182）に基づく市町村計画
を作成することができる市町村の基準
（同法施行規則２条の２）を満たさな
い市町村においても、当該事業の活用
により畜産振興が図られるよう、市町
村計画の作成を必須とする実施要件を
見直す方向で検討し、令和２年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
草地畜産基盤整備事業については、農業競争

力強化農地整備事業実施要領（平30農林水産省
農村振興局長、生産局長）を令和２年度中に改
正し、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
（昭29法182）に基づく市町村計画を作成するこ
とができる基準（同法施行規則２条の２）を満
たさない市町村も、令和３年度事業から中山間
地域の特例の対象とする。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

21

医療的ケア児に
対する訪問看護
の適用範囲の拡
大
（健康保険法、
児童福祉法及び
教育支援体制整
備事業費補助
金）

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

医療的ケア児への支援については、
医療保険制度や既存の補助事業による
対応を含め、保育所や学校等における
医療的ケア児の受入体制整備を促進す
る方策について検討し、令和２年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

医療保険制度で対応するかも含め、関係者の
ご意見も伺いながら、令和２年度中に「医療的
ケア児への支援における多分野の連携強化Ｗ
Ｇ」において課題を整理した上で、対応を検討
予定。

22

医療的ケア児に
対する保育士の
対応可能範囲拡
大
（社会福祉士及
び介護福祉士
法）

厚生労働省

保育士等が行うことができる喀痰吸
引等の特定行為（施行規則１条）の対
象に在宅酸素療法の管理を追加するこ
とについては、専門的見地や現場の実
情、必要性等を踏まえた保育所におけ
る医療的ケア児の受入れに係る調査を
行った上で検討し、令和２年度中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

子ども家庭局における調査研究事業により、
医療的ケアを必要とする子どもの保育所等での
受入れ状況等を調査中。その結果を踏まえ、令
和２年度中に対応を検討予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

23

児童発達支援及
び放課後等デイ
サービスにおけ
る従業員及び員
数の基準の見直
し
（児童福祉法）

厚生労働省

児童発達支援（６条の２の２第２
項）及び放課後等デイサービス（同条
４項）の実施については、医療的な課
題を抱える児童に対する看護職員によ
る支援を推進する観点から、職員配置
及び障害福祉サービス等報酬の在り方
について検討し、令和２年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

医療的な課題を抱える児童に対する看護職員
による支援を推進する観点から、職員配置及び
障害福祉サービス等報酬の在り方について検討
しているところ。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

24

へき地における
看護職員等医療
従事者の派遣が
可能となる労働
者派遣法の規制
緩和
（労働者派遣事
業の適正な運営
の確保及び派遣
労働者の保護等
に関する法律）

厚生労働省

看護師、准看護師、薬剤師、臨床検
査技師及び診療放射線技師が行う医療
関係業務への労働者派遣については、
関係団体から意見を聴きつつ、へき地
の医療機関への派遣を可能とする方向
で検討する。その上で、労働政策審議
会での議論の結果を踏まえ、令和２年
中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

関係団体から意見を聴きつつ、へき地の医療
機関への派遣を可能とする方向で検討した上で、
労働政策審議会での議論の結果を踏まえて結論
を得る予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

25

首長申立てを行
う市町村の基準
の明確化
（精神保健及び
精神障害者福祉
に関する法律、
知的障害者福祉
法及び老人福祉
法）

法務省、厚
生労働省

市町村長（特別区の長を含む。）が、
精神障害者、知的障害者及び65歳以上
の者につき、その福祉を図るため特に
必要があると認めるときに行う後見開
始、保佐開始、補助開始等の審判の請
求（精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律51条の11の２、知的障害者福
祉法28条及び老人福祉法32条）につい
ては、市町村（特別区を含む。以下こ
の事項において同じ。）の申立事務を
迅速に行う観点から、当該事務の実態
等を調査するとともに、地方公共団体
等の意見やこれまでの運用経緯等を踏
まえつつ、審判の請求に係る市町村間
の調整を円滑にするための方策につい
て検討し、令和２年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

令和２年10月６日に地方公共団体等で構成さ
れる「第１回成年後見制度における市町村長申
立に関する実務者協議」を開催。あわせて、市
町村申立に関する実態調査を行い、令和２年度
末までに当該実務者協議での検討結果を取りま
とめる予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

26

自立支援医療
（精神通院）の
支給認定の有効
期間等の延長
（障害者の日常
生活及び社会生
活を総合的に支
援するための法
律）

厚生労働省

自立支援医療に係る支給認定の有効
期間（55条）については、地方公共団
体、関係団体等の意見や個人番号制度
における情報連携の運用状況を踏まえ
つつ、現行の１年を延長する方策につ
いて検討し、令和２年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

有効期間を延長した場合の受給者の所得を確
認する方法等について、９月下旬から10月中旬
にかけて地方公共団体に対し実態調査を実施し、
現在、調査結果を精査中。今後、調査結果を踏
まえ、現行の１年を延長する方策について検討
し、結論を得る予定。

27

障害支援区分認
定期間の見直し
（障害者の日常
生活及び社会生
活を総合的に支
援するための法
律）

厚生労働省

障害支援区分の認定（21条１項）の
有効期間については、市町村（特別区
を含む。以下この事項において同
じ。）における認定事務の実態等を踏
まえつつ、有効期間の延長を含めた市
町村の事務負担を軽減する方策につい
て検討し、令和２年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

【令和２年対応方針案】
障害支援区分の認定（21条１項）の有効期間

については、令和５年度から運用開始予定の障
害福祉サービスに関するデータベースを活用し、
認定状況等を分析した上で、市町村（特別区を
含む。以下この事項において同じ。）における
認定事務の実態等も踏まえつつ、有効期間の延
長を含めた市町村の事務負担を軽減する方策に
ついて検討し、令和５年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

28

障害児通所給付
における支給決
定有効期間の見
直し
（児童福祉法）

厚生労働省

障害児通所給付決定の有効期間（21
条の５の７第８項）については、給付
決定の実態等に係る調査を行い、制度
運用の在り方について検討し、令和２
年中に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

指定都市等計34自治体を対象に、給付決定の
際の児童の状態等の変化の有無に係る実態調査
を実施。（令和２年９月実施）
社会保障審議会障害者部会において、実態調

査結果を踏まえ、障害児通所給付決定の有効期
間の見直しに係る検討を実施。（令和２年11月
９日開催）
検討の結果、障害児通所給付決定の有効期間

について、児童期の状態像及び家庭環境の変化
は非常に大きいため、最低でも１年ごとに見直
しの機会を設けるべき等の反対意見が多く、延
長は行うべきではないとされたことから、有効
期間の上限の引上げは行わないこととした。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

26



② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

29

指定小規模多機
能型居宅介護に
おける登録定員
超過時の介護報
酬減算の基準緩
和
（介護保険法）

厚生労働省

指定小規模多機能型居宅介護につい
ては、過疎地域等において一定の条件
を満たす場合に、登録定員を超過した
場合の報酬減算を一定の期間に限り行
わない措置を講ずることについて検討
し、令和３年度の報酬改定に向けて結
論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

令和２年７月８日、令和２年９月４日、令和
２年10月９日に開催された社会保障審議会介護
給付費分科会において論点として提示した上で
議論。
同分科会の結論に基づき措置を講ずる場合に

は、令和３年４月から実施できるよう必要な措
置を講ずる。

30

医学部の「地域
枠」入学定員
（臨時定員）の
継続設置
（医療法）

厚生労働省

医学部における臨時定員による地域
枠の設置の在り方については、医療従
事者の需給に関する検討会医師需給分
科会での令和４年度以降の医師養成数
に関する議論を踏まえて検討し、令和
２年中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

【令和２年対応方針案】
医学部における臨時定員による地域枠につい

ては、令和４年度は令和３年度と同様の方法で
設定する。令和５年度以降については、「医療
従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」
での議論を踏まえて検討し、令和３年春までを
目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

31

精神障害者保健
福祉手帳の更新
期間の延長
（精神保健及び
精神障害者福祉
に関する法律）

厚生労働省

精神障害者保健福祉手帳の有効期限
（45条４項）については、関係団体の
意見等を把握した上で、有効期限の延
長を含めた地方公共団体の事務負担を
軽減する方策について検討し、令和２
年中に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

医療機関等の関係団体から意見聴取を実施中。
その結果を踏まえ、有効期間の延長を含めた地
方公共団体の事務負担を軽減する方策について
検討し、結論を得る予定。

32

ケースワーク業
務の一部外部委
託化
（生活保護法）

厚生労働省

ケースワーク業務の外部委託につい
ては、以下のとおりとする。
・福祉事務所の実施体制に関する調査
結果や地方公共団体等の意見を踏まえ
つつ、現行制度で外部委託が可能な業
務の範囲について令和２年度中に整理
した上で、必要な措置を講ずる。
・現行制度で外部委託が困難な業務に
ついては、地方公共団体等の意見を踏
まえつつ、外部委託を可能とすること
について検討し、令和３年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

・令和元年度社会福祉推進事業における福祉事
務所の実施体制に関する悉皆調査の結果や地方
公共団体等の意見を踏まえつつ、現行制度で外
部委託が可能な業務の範囲について整理中。

・現行制度で外部委託が困難な業務については、
地方公共団体等の意見を踏まえつつ、外部委託
を可能とすることについて検討し、令和３年度
中に結論を得る予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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② 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

33

認定こども園に
係る耐震化調査
の実施一元化
（私立学校施設
の耐震改修状況
等調査及び社会
福祉施設等耐震
化調査）

文部科学省、
厚生労働省

私立学校施設の耐震改修状況等調査
及び社会福祉施設等耐震化調査につい
ては、地方公共団体の事務負担の軽減
に資するよう、令和２年度に実施する
調査から依頼時期を統一する。また、
調査時点の統一も含め、更なる事務負
担の軽減に向けた検討を行い、令和２
年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

令和２年度に実施する調査の発出時期につい
ては、新型コロナウイルスの影響により統一化
ができなかった。

令和３年度以降に実施する調査については、
発出時期を統一した上で、調査時点の統一を含
め、耐震化調査を行う地方公共団体の更なる事
務負担の軽減等を検討し、令和２年度中に結論
を得る予定。

34

障害児入所施設
における重度障
害児支援加算費
の適用要件の緩
和について
（児童福祉法）

厚生労働省

障害児入所施設（42条）における重
度障害児支援加算費に係る施設要件に
ついては、「障害児入所施設の在り方
に関する検討会」における議論を踏ま
えるとともに、地域の実情にも配慮し
た上で、小規模グループケアに対応し
た要件とすることを含め検討し、令和
３年度の障害福祉サービス等報酬改定
に向けて結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

令和２年２月10日に「障害児入所施設の在り
方に関する検討会」の議論が取りまとまり、ケ
ア単位の小規模化を推進すべきと示された。
当該取りまとめや提案の趣旨を踏まえ障害福

祉サービス等報酬の在り方について対応方針を
検討中。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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③ 教育・文化

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

35

小学校専科教員
に対する小学校
教諭免許状の授
与要件の緩和
（教育職員免許
法）

文部科学省

中学校教諭免許状所有者が小学校教
諭免許状を取得する際に必要な在職年
数については、中学校における教員と
しての在職年数と同様に、小学校にお
ける教員としての在職年数も算入する
方向で検討し、中央教育審議会での議
論も踏まえ、令和２年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

中央教育審議会にて「新学習指導要領に示さ
れた児童生徒の発達の段階に応じた学習内容や
指導の在り方を踏まえ、義務教育９年間を学級
担任制を重視する段階と教科担任制を重視する
段階に捉え直すことのできる教職員配置や教員
免許制度の在り方」が諮問されており、現在審
議されている。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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④ 環境・衛生

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

36

犬の登録情報の
取扱いの変更
（狂犬病予防
法）

厚生労働省

市町村長（特別区の長を含む。以下
この事項において同じ。）が行う犬の
登録（４条２項）については、その適
正化を図るため、地方公共団体におけ
る事務の実態及び公衆衛生に関する専
門家の意見等を踏まえつつ、転居先及
び生死が不明な犬の登録の取扱い、一
定の要件を満たす場合の市町村長の職
権による登録消除及び犬の所在地が国
外に変更される場合の手続について検
討し、令和２年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

転居先及び生死が不明な犬の登録の取扱い等
について、令和元年12月に各自治体に対してア
ンケートを実施し、令和２年９月までに結果の
取りまとめを行うとともに、犬の寿命及び公衆
衛生に関する専門家による検討を実施し、一定
の見解を取りまとめたところ。
今後、各自治体の意見も踏まえつつ職権消除

に適した犬の年齢の詳細について検討を進める
とともに、海外転出時の届出事項についても運
用面での検討を進める。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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④ 環境・衛生

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

37

環境省等所管法
令における立入
検査に係る身分
証明書の統合
（温泉法、自然公園法、
大気汚染防止法、廃棄
物の処理及び清掃に関
する法律、水質汚濁防
止法、農用地の土壌の
汚染防止等に関する法
律、特定工場における
公害防止組織の整備に
関する法律、浄化槽法、
自動車から排出される
窒素酸化物及び粒子状
物質の特定地域におけ
る総量の削減等に関す
る特別措置法、ダイオ
キシン類対策特別措置
法、ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措
置法、土壌汚染対策法、
使用済自動車の再資源
化等に関する法律、鳥
獣の保護及び管理並び
に狩猟の適正化に関す
る法律及び特定特殊自
動車排出ガスの規制等
に関する法律）

経済産業省、
国土交通省、
環境省

各法令で定められている立入検査に
係る身分を示す証明書については、地
方公共団体の事務負担の軽減に資する
よう、各法令の趣旨・目的に鑑み、様
式の規格の統一化等について課題等を
整理しながら検討し、令和２年度中に
結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

関係府省において、様式統一の可否や課題に
ついて確認・整理を行っており、令和２年度中
に結論を得るよう検討を進める。その後、検討
結果に基づき、技術的な検討を行った上で必要
な措置を講じる。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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⑤ 土木・建築

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

38

未登記の空き家
に係る不動産登
記法の表題部記
載事項（面積、
建築年、建物図
面等）等に相当
する固定資産税
情報の調査権限
の付与
（空家等対策の
推進に関する特
別措置法）

総務省、国
土交通省

特定空家等の発生を予防する観点か
ら市町村が実施する空家等対策につい
ては、所有者の注意を喚起するための
取組事例の調査及び所有者の同意がな
くとも固定資産課税台帳情報のうち空
家等に係る基本的な情報（建築年数、
構造、面積等）の利活用を行う必要性
等について判断を行うための調査を市
町村に対し行った上で、必要な方策に
ついて検討し、令和２年中に結論を得
る。その結果に基づき必要な措置を講
ずる。

【令和２年対応方針案】
特定空家等の発生を予防する観点から市町村

（特別区を含む。以下この事項において同
じ。）が実施する空家等対策については、空家
等の所有者の注意を喚起するための取組事例及
び固定資産課税台帳情報の利活用に関して所有
者の同意を得るための取組事例を、市町村に令
和３年中に周知する。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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⑥ 運輸・交通

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

39

自家用自動車に
よる貨物の有償
運送期間の中山
間地域における
規制緩和
（道路運送法）

国土交通省

中山間地等における貨物運送につい
ては、地方公共団体、貨物自動車運送
事業者及び地方運輸局による貨物自動
車運送事業者の運送の状況等に係る検
証を踏まえ、78条３号に基づく許可を
含めた貨物運送の方策について検討し、
令和２年度中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

中山間地等における貨物運送について、地方
公共団体、貨物自動車運送事業者及び地方運輸
局による貨物自動車運送事業者の運送の状況等
に係る検証を実施し、その結果を踏まえ、令和
２年度中に結論を得る。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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⑦ その他

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

40

狩猟免状及び狩
猟者登録証の統
一化
（鳥獣の保護及
び管理並びに狩
猟の適正化に関
する法律）

環境省

狩猟免状（43条）及び狩猟者登録証
（60条）については、複数種別の同免
状及び同登録証（以下この事項におい
て「免状等」という。）を各々１つに
まとめることで生じる課題を整理しな
がら、免状等の統合を検討し、令和２
年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

狩猟免状（43条）及び狩猟者登録証（60条）
について、複数種別の同免状及び同登録証を
各々１つにまとめることで生じる課題を整理し
ながら、措置内容を検討し、令和２年度中に結
論を得る予定。その結果に基づき、現行システ
ムの改修がなされる令和３年度末を目途に措置
できるよう検討を進める。

41

墓地、埋葬等に
関する法律（墓
埋法）において
準用する行旅病
人及行旅死亡人
取扱法（行旅
法）における調
査権限の制定
（行旅病人及行
旅死亡人取扱法
及び墓地、埋葬
等に関する法
律）

厚生労働省

市町村長（特別区の長を含む。）が
行う火葬等に要した費用を遺留金銭等
により充当する事務（墓地、埋葬等に
関する法律９条２項及び行旅病人及行
旅死亡人取扱法11条から15条）につい
ては、地方公共団体における事務の実
態等を調査した上で、地方公共団体が
当該事務を円滑に執行するための方策
について検討し、令和２年中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

【令和２年対応方針案】
市町村長（特別区の長を含む。）が行う火葬

等に要した費用を遺留金銭等により充当する事
務（墓地、埋葬等に関する法律９条２項及び行
旅病人及行旅死亡人取扱法11条から15条）につ
いては、地方公共団体が円滑に執行することが
できるよう、相続人調査等のための留意事項等
について整理した手引を作成し、地方公共団体
に令和２年度中に通知する。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況
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平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

Ⅲ．平成26年～令和元年の対応方針において、令和3年（度）以降に「結論を
得る」等とされたもの（期限なしを含む）の内、既に結論を得られたもの
※前回会議（令和２年９月2日）までに結論を報告したものを除く。

○ 平成26年対応方針

No. 事項 関係府省 26年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※原則、令和２年９月30日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

※令和２年対応方針案に記載するものは、案文を記載

42

農家レストランの
農用地区域内設置
の容認
（農業振興地域の
整備に関する法
律）

農林水産省

農家レストランの農用地区域内へ
の設置については、事務・権限の移
譲等に関する見直し方針について
（平成25年12月20日閣議決定）に基
づき、国家戦略特別区域制度の下で
その活用事例について、可能な限り
速やかに効果を検証し、全国に適用
することを検討する。
なお、地域再生法の一部を改正す

る法律（平26法128）において、農
家レストランを含む六次産業化に資
する施設等の整備について、農地法
（昭27法229）及び農業振興地域の
整備に関する法律における農地転用
許可及び農用地区域の変更基準等の
特例を措置したところであり、当該
特例措置について、地方公共団体に
周知する。

【令和２年対応方針案】
耕作又は養畜の業務を営む者が設置し自己の

生産する農畜産物等を提供する農家レストラン
については、省令を改正し、農業用施設として
位置付け、農用地区域内での設置を可能とする。
［措置済み（農業振興地域の整備に関する法律
施行規則の一部を改正する省令（令和２年農林
水産省令第13号））］

（１）義務付け・枠付けの見直し等
① 農業・農地
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